
（１）審査事項

建築基準法第４３条第２項第２号

の規定に基づく許可に関する案件

令和６年度第１回山梨県建築審査会
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建築基準法（抜粋）
（敷地等と道路との関係）

第４３条

建築物の敷地は、道路（次に掲げるものを除く。第４４条
第１項を除き、以下同じ。）に２m以上接しなければならな
い。一（略） 二（略）

２ 前項の規定は次の各号のいずれかに該当する建築物
については、適用しない。

一（略）・・・（4m以上の農道等に接する一戸建住宅）

二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他
の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定
行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない
と認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
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許可基準と建築審査会の同意
 許可基準

本県では、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障が
ないと認めるものとして、包括同意基準と提案基準を定めている。

許 可

審査会
(報告)

建築確認

工事着手

許 可

審査会(同意)

建築確認

工事着手

①包括同意基準
平成２８年度第２回山梨県建築審査会にて、６件の

包括同意基準が了承され、これらに適合する場合は、

建築審査会の個別の審議を経ず、同会の同意があっ

たものとみなすものとしている。（許可後に事後報告）

②提案基準
一方、包括同意基準に適合しない場合は、建築審査

会の個別の審議を経て、同会の同意を得る必要があり、

同会への附議の前提として、提案基準を設けている。
本件は、この提案基準に適合するものとして、本会に

提案するものである。
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許可基準等の公開

県では、許可基準（包括同意基準、
提案基準）や手続き等を定めた

「建築基準法第４３条第２項第２号の
規定に基づく許可の運用について」を
令和６年３月に策定（※）し、公開し
ている。

※（平成２８年１０月１日に策定したも
のを改定）
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提案基準１（本案件）

１．山梨県建築審査会に諮ることができるものは、次の基準に適合するものとする。

（１）包括同意基準１から６のいずれかの基準に概ね適合しているものであること。

（２）次のいずれにも該当するものとして、特定行政庁との事前協議を了したもの

であること。

イ 包括同意基準に適合しない理由がやむを得ないと認められるもの

ロ 交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものであると認められるもの

提案基準

２．山梨県建築審査会に諮ることができるものは、次の基準に適合するものとする。

（１）特定行政庁との事前協議において、法第４３条第２項第２号の規定に基づく

許可の対象として認められ、かつ、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障

がないものであること。

本案件は、包括同意基準２に概ね適合

提案基準２
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２．規則第10条の3第4項第2号の規定に適合し、かつ、交通上、安全上、防火上及
び衛生上支障がないと認めるものは、次の基準に適合するものとする。なお、本
基準は同号の「農道その他これに類する公共の用に供する道」（以下「農道等」
という。）のうち、道路に接続するまでの間の幅員（水路の開渠部分、法敷部分
その他これらに類する人車の通行に適さない部分を除く。）が4.0ｍ以上である区
間に限って適用するものとする。

4.0ｍ未満
4.0ｍ以上

農道等

包括同意基準２の対象区間

建
築
基
準
法
の
道
路

計画敷地

計画建築物

包括同意基準２
【幅員4.0ｍ以上の農道等に接する敷地】

その敷地が、農道その他これに類する公共の用に供する道（幅員４ｍ以上のものに限る。）に２ｍ以上接する建築物であること。
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（１）農道等は、一般の通行の用に供されており、公的機関その他これに準ずるものが管理
する道（管理する道の区域が現地において明確であるものに限る。）であること。

（２）農道等は、市町村が保有する農道台帳に記載されていること。ただし、土地改良法に
基づく土地改良事業によって造成されたものにあっては、この限りでない。

（３）農道等の管理者から、農道等を将来にわたって安定的に管理する旨の承諾が得られて
いること。

（４）申請に係る計画について、農道等の管理者から支障がない旨の承諾が得られているこ
と。

（５）申請に係る計画について、計画敷地の属する市町村の長から支障がない旨の承諾が得
られていること。

（６）農道等を法第42条に規定する道路とみなし、申請に係る計画が建築基準関係規定に適
合していること。

包括同意基準２
【幅員4.0ｍ以上の農道等に接する敷地】
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（７）計画建築物が次のいずれかであること。

イ 一戸建ての住宅（住宅の用途以外の用途を兼ねるものにあっては、当該住
宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2未満であり、
かつ、50㎡以下であること。ロにおいて同じ。）

ロ 二戸建ての長屋又は二戸建ての共同住宅

ハ 農業用施設（法別表第1（い）欄（4）項に掲げる用途に供する特殊建築物
を除く。）

ニ 防災施設、無線施設その他これらに類するもの

ホ 上記イからニの用途に供する建築物に附属する建築物で、延べ面積が概ね
50㎡以下のもの

包括同意基準２
【幅員4.0ｍ以上の農道等に接する敷地】
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申請敷地
甲州市塩山上於曽字北平2113-1、2123-5

計画建物概要

※申請以外の部分：法第43条第2項第1号による認定取得済

用途地域 無指定敷地面積 375.55 ㎡

その他の区域 法第22条区域

申請棟数 1棟工事種別 棟別増築

主要用途 一戸建ての住宅附属自動車車庫

階数 平屋建て構造 鉄骨造

建築面積 申請部分：80.88㎡
申請以外の部分：71.21㎡

合計：152.09（建蔽率 45.88/70）

延べ面積 申請部分：80.88㎡
申請以外の部分：134.48㎡

合計：21536（建蔽率 40.50/200）

本件申請概要
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○ 本件申請敷地は、建築基準法の道路に接してい

ない。このため、申請者は一戸建ての住宅を建築

する際、建築基準法第43条第2項第1号の規定

に基づく認定を受けている。

○ 今回、同敷地内に附属自動車車庫を建築するこ

ととなったため、同法第43条第2項第2号の規定

に基づく許可を申請するものである。

本件申請理由
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• 敷地の出入りに利用する通路は、整備された幅員４

ｍ以上の農道であるが、市道ではないこと及び過去

の建築確認処分において建築基準法の道路として

扱われていないことから、建築基準法の道路では

ない道と判断されている。

本件申請理由（概要）
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案内図
N

塩山高校

申請地

塩ノ山

12

井尻小学校

塩高通り



付近見取図

43条申請空地部分

（農道藤木61号線）

申請敷地

市道千野44号線
法42条1項1号道路
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塩ノ山

N



甲州市 農道網図
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公図の写し
N

15

申請敷地

農道藤木61号線

法42条1項1号道路
（市道千野44号線）



全体配置図
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計画建物
（自動車車庫）
80.88㎡

43条申請空地部分

（農道藤木61号線）
幅約7.5～37.5ｍ

法42条1項1号道路
（市道千野44号線）

空地と接している長さ
約43ｍ

既存建物
（一戸建ての住宅）

134.48㎡
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自動車車庫 立面図
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西側立面図

北側立面図屋根・壁：
アルミニウム亜鉛めっき鋼板（不燃）



現況写真撮影箇所図
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計画建物
（自動車車庫）
80.88㎡

既存建物
（一戸建ての住宅）

134.48㎡

①
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②

①

市道千野44号線
法42条1項1号道路

対象空地部分
農道藤木61号線

申請敷地

幅員約10.9ｍ

対象空地部分
農道藤木61号線

申請敷地
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④

③

市道千野44号線
法42条1項1号道路

対象空地部分
農道藤木61号線

市道千野44号線
法42条1項1号道路

対象空地部分
農道藤木61号線
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⑥

⑤

市道千野44号線
法42条1項1号道路

対象空地部分
農道藤木61号線

申請敷地

対象空地部分
農道藤木61号線

申請敷地
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⑧

⑦

申請敷地

申請敷地

市道千野44号線
法42条1項1号道路

対象空地部分
農道藤木61号線

市道千野44号線
法42条1項1号道路

対象空地部分
農道藤木61号線



提案基準１（本案件）
１．山梨県建築審査会に諮ることができるものは、次の基準に適合するものとする。
（１）包括同意基準１から６のいずれかの基準に概ね適合しているものであること。
（２）次のいずれにも該当するものとして、特定行政庁との事前協議を了したもので
あること。
イ 包括同意基準に適合しない理由がやむを得ないと認められるもの
ロ 交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものであると認められるもの

本案件は、包括同意基準２に概ね適合
【幅員4.0ｍ以上の農道等に接する敷地】

4.0ｍ未満
4.0ｍ以上

農道等

包括同意基準２の対象区間

建
築
基
準
法
の
道
路

計画敷地

計画建築物

提案基準への適合状況
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２．規則第10条の3第4項第2号の規定に適合し、

かつ、交通上、安全上、防火上及び衛生上支

障がないと認めるものは、次の基準に適合す

るものとする。なお、本基準は同号の「農道

その他これに類する公共の用に供する道」

（以下「農道等」という。）のうち、道路に

接続するまでの間の幅員（水路の開渠部分、

法敷部分その他これらに類する人車の通行に

適さない部分を除く。）が4.0ｍ以上である区

間に限って適用するものとする。

（１）農道等は、一般の通行の用に供されてお

り、公的機関その他これに準ずるものが管

理する道（管理する道の区域が現地におい

て明確であるものに限る。）であること。

（２）農道等は、市町村が保有する農道台帳に

記載されていること。ただし、土地改良法

に基づく土地改良事業によって造成された

ものにあっては、この限りでない。

本件申請の適合状況

• 一般の通行の用に供されている。また、
甲州市が所有し、管理する農道である。

• 甲州市が保有する農道網図に記載さ
れている。

建築基準法規則第10条の３第4項第2号

その敷地が、農道その他これに類する公共の用に
供する道（幅員４ｍ以上のものに限る。）に２ｍ以上
接する建築物であること。

包括同意基準２
【幅員4.0ｍ以上の農道等に接する敷地】

24



（３）農道等の管理者から、農道等を将来にわ

たって安定的に管理する旨の承諾が得られ

ていること。

（４）申請に係る計画について、農道等の管理

者から支障がない旨の承諾が得られている

こと。

（５）申請に係る計画について、計画敷地の属

する市町村の長から支障がない旨の承諾が

得られていること。

（６）農道等を法第42条に規定する道路とみな

し、申請に係る計画が建築基準関係規定に

適合していること。

本件申請の適合状況

• 管理者である甲州市から承諾を得ている。

• 甲州市長から支障がない旨の承諾を得
ている。

• 通路を建築基準法の道路とみなした場
合に、計画が建築基準関係規定に適合
している。

包括同意基準２
【幅員4.0ｍ以上の農道等に接する敷地】
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（７）計画建築物が次のいずれかであること。

イ 一戸建ての住宅（住宅の用途以外の用途を兼ねるも

のにあっては、当該住宅の用途以外の用途に供する部

分の床面積の合計が延べ面積の1/2未満であり、かつ、

50㎡以下であること。ロにおいて同じ。）

ロ 二戸建ての長屋又は二戸建ての共同住宅

ハ 農業用施設（法別表第1（い）欄（4）項に掲げる用

途に供する特殊建築物を除く。）

ニ 防災施設、無線施設その他これらに類するもの

ホ 上記イからニの用途に供する建築物に附属する建築

物で、延べ面積が概ね50㎡以下のもの

本件申請の適合状況

・ イからホのいずれにも該当しな
い。

ホより、本計画は一戸建ての住
宅に附属する建築物で、 50㎡を
超える自動車車庫であることから、
（７）の基準には該当しない。

包括同意基準２
【幅員4.0ｍ以上の農道等に接する敷地】
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提案基準への適合状況
提案基準１（本案件）
１．山梨県建築審査会に諮ることができるものは、次の基準に適合するものとする。
（１）包括同意基準１から６のいずれかの基準に概ね適合しているものであること。
（２）次のいずれにも該当するものとして、特定行政庁との事前協議を了したもので
あること。
イ 包括同意基準に適合しない理由がやむを得ないと認められるもの
ロ 交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものであると認められるもの

• 今回の自動車車庫建築計画は、車両盗難への対策を目的としている。申請者家族の主な
移動手段は車であり、常時家族で使用する車が3台であるため、広い駐車スペースが必要
となる。また、タイヤ等備品を収納するための収納スペースを自動車車庫の一部に設けるた
め、床面積50㎡を超える自動車車庫が必要となる。

• 申請敷地において一戸建ての住宅を建築する際に、建築基準法第43条第2項第1号によ
る認定を取得済である。

• 附属自動車車庫の計画であることから発生交通量に変化はなく、また住宅という用途に鑑
みれば発生交通量は定量であり、周辺への影響も少ないと考えられることから、交通上支
障ない。
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提案基準への適合状況
提案基準１（本案件）
１．山梨県建築審査会に諮ることができるものは、次の基準に適合するものとする。
（１）包括同意基準１から６のいずれかの基準に概ね適合しているものであること。
（２）次のいずれにも該当するものとして、特定行政庁との事前協議を了したもので
あること。
イ 包括同意基準に適合しない理由がやむを得ないと認められるもの
ロ 交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものであると認められるもの

• 通路の幅員は10m程度で舗装もされており、付近に障害物が無く、視認性も良好であること
から、安全上支障ない。

• 建物は屋根・外壁をすべて不燃材料とし、防火上配慮した計画としていることから防火上支
障ない。

• 計画建物は平屋建てであり、日照・採光・通風等の点で周囲に及ぼす影響が軽微であるこ
とから衛生上支障ない。

以上の理由により、包括同意基準に適合しない理由がやむを得ず、交通上、安全上、防火上
及び衛生上支障がないと判断する。
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（２）報告事項

建築基準法第４３条第２項第２号の規定に基づく許可に関する報告

◆ 建築基準法第４３条第１項には、建築物の敷地は同法第４２条に規定する「道路」に２ｍ以上接しなければならないことが規定されています。

一方、建築物の敷地が当該「道路」に接していない場合であっても、特定行政庁が許可した場合に限って同法第４３条第１項の規定が適用除外

となる旨同法第２項において定められています。

◆ 本報告は、建築基準法第４３条第２項第２号許可において、あらかじめ定めた基準（包括同意基準）について適合しているため、建築審査会の

同意を得たものとして許可を行った案件の報告となります。

包括同意基準１ 【公園等に接する敷地】 

包括同意基準２ 【幅員 4.0ｍ以上の農道等に接する敷地】 

包括同意基準３ 【幅員 4.0ｍ以上の通路（過去処分有の私道等）に接する敷地】 

包括同意基準４ 【幅員 1.8ｍ以上の通路（公道）に接する敷地】 

包括同意基準５ 【幅員 1.8ｍ以上の通路（過去処分有の私道等）に接する敷地】 

包括同意基準６ 【里道（赤道）等により分断された敷地】

建築基準法第４３条第２項第２号の規定に基づく許可案件一覧表 

Ｎｏ 管轄 許可日 敷地地名地番 
建築物 

用途 

工事

種別 

延べ面積

（㎡） 
構造 階数 

包括同

意基準 

１ 峡東建設事務所 R６.８.１５ 山梨市小原東字今田１２５４番１ 一戸建ての住宅 新築 １１０.００ 木造 ２階 ４ 

２ 中北建設事務所 R６.１０.１０ 南アルプス市鏡中條字御崎１６４３番１ 一戸建ての住宅 新築 ９５.８５ 木造 １階 ４ 

３ 中北建設事務所 R６.１０.２５ 
甲斐市中下条字金ノ宮５７２番２、

５７２番２０、５７２番２１、５７２番２９ 
一戸建ての住宅 新築 ９８.５３ 木造 ２階 ５ 



No 許可日 建築物　用途
工事
種別

構造 階数

R6.8.15 一戸建ての住宅 新築 木造 2階

適否

① 適

② 適

③ 適

④ 適

⑤ 適

⑥ 適

⑦ 適

⑧

イ 適

ロ 適

⑨ 適

管轄 包括同意基準

1

峡東建設
事務所

４　幅員1.8ｍ以上の通路（公道）に
　接する敷地

配
置
図

延べ面積
（㎡）

110.00

通路は公的機関等が所有・管理するものか

通路の管理者から将来に渡る安定的な所有・管理の承諾が
得られているか

通路の管理者から支障ない旨の承諾が得られているか

計画建築物の用途、規模等が基準に適合しているか

包括同意基準

備考

工事完了までに道路状に整備し境界を明確にすること

敷地地名地番

山梨市小原東字今田１２５４番１

工事完了後すみやかに分筆登記をし地目を公衆用道
路とする旨の誓約書が提出されているか

市町村長から承諾が得られているか

許可対象区間における通路のうち幅員4.0ｍ未満の部分に
あっては、セットバック線が定められていること

許可対象区間のセットバック部分の所有権者等からセット
バックする旨の同意が得られていること

通路を道路と見なし計画が関係規定に適合しているか

敷地に接するセットバック部分は以下を満たしていること

4
0
0
0

3
4
1
0

4
0
0
0

5
9
0



No 許可日 建築物　用途
工事
種別

構造 階数

R6.10.10 一戸建ての住宅 新築 木造 １階

適否

① 適

② 適

③ 適

④ 適

⑤ 適

⑥ 適

⑦ 適

⑧

イ 適

ロ 適

⑨ 適

管轄
延べ面積
（㎡）

包括同意基準

2

中北建設
事務所

95.85
４　幅員1.8ｍ以上の通路（公道）に
　　接する敷地

配
置
図

包括同意基準

備考

通路は公的機関等が所有・管理するものか

通路の管理者から将来に渡る安定的な所有・管理の承諾が
得られているか

通路の管理者から支障ない旨の承諾が得られているか

市町村長から承諾が得られているか

許可対象区間における通路のうち幅員4.0ｍ未満の部分に
あっては、セットバック線が定められていること

敷地地名地番

　南アルプス市鏡中條字御崎１６４３番１

計画建築物の用途、規模等が基準に適合しているか

許可対象区間のセットバック部分の所有権者等からセット
バックする旨の同意が得られていること

通路を道路と見なし計画が関係規定に適合しているか

敷地に接するセットバック部分は以下を満たしていること

工事完了までに道路状に整備し境界を明確にすること

工事完了後すみやかに分筆登記をし地目を公衆用道
路とする旨の誓約書が提出されているか



No 許可日 建築物　用途
工事
種別

構造 階数

R6.10.25 一戸建ての住宅 新築 木造 2階

適否

① 適

② 適

③ 適

④ 適

⑤ 適

⑥ 適

⑦ 適

⑧ 適

⑨

イ 適

ロ 適

⑩ 適

備考

配
置
図

3

工事完了までに道路状に整備し境界を明確にすること

敷地に接するセットバック部分は以下を満たしていること

工事完了後すみやかに分筆登記をし地目を公衆用道
路とする旨の誓約書が提出されているか

計画建築物の用途、規模等が基準に適合しているか

包括同意基準

通路は一般の通行に供されており、基準時より前にただし
書きの適用の対象とされていたか

通路に係る所有権等を有する者すべてから通行のように使
用することの承諾が得られているか

通路に係る許認可等を要する場合にあっては許可等が得ら
れているか

市町村長から承諾が得られているか

申請者が所有する通路部分は分筆され地目が公衆用道路
となっているか

許可対象区間における通路のうち幅員4.0ｍ未満の部分に
あっては、セットバック線が定められていること

許可対象区間のセットバック部分の所有権者等からセット
バックする旨の同意が得られていること

通路を道路と見なし計画が関係規定に適合しているか

管轄 敷地地名地番
延べ面積
（㎡）

包括同意基準

中北建設
事務所

甲斐市中下条字金ノ宮５７２番２、
５７２番２０、５７２番２１、５７２番２９

98.53
５　幅員1.8ｍ以上の通路（過去処分有
　　の私道等）に接する敷地




